
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広告内容については本会が保証するものではありません 

注）登録いただいても、必ず雇用されるとは限りませんのでご了承ください。 

 

資格・実務経験等を必要とする職種 
・看護師   ・相談支援専門員  

・保健師   ・介護支援専門員   

・社会福祉士 ・相談員  ・栄養士 

・支援員   ・送迎車両運転手 

・受験生チャレンジ支援員 
 

資格等を必要としない職種 
・補助支援員 ・生活支援員 

・一般事務員 ・調理員 

 

総務係  ☎ ５６６－００６１ 

社会福祉法人 
武蔵村山市社会福祉協議会 
会 長 大 谷 恵美子 

 

明けましておめでとうございます。 

市民の皆様におかれましては、新年を健やかにお迎

えのことと、心からお慶び申し上げます。 

旧年中は、本会の様々な事業運営にご理解とご支援

を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

さて、昨年は、新型コロナウイルス感染症への対応

が進み、地域に活気とにぎわいが戻ってきました。久

しぶりに地域の行事などに参加された方も多かった

ことと思いますが、コロナ禍により進行した「つなが

り」の希薄化や長期化している物価高騰による生活困

窮など、新たな生活課題も発生しています。また、少

子高齢化に伴う様々な課題への対応も、急務となって

います。 

本会は、今年、法人化５０周年を迎えます。これま

で培ってきた多くの経験を礎に、新たな課題にも積極

的に取り組み、社会の変化に柔軟に対応しながら、引

き続き、誰もが安心して暮らしていくことができる

「支え合うまちづくり」を目指し、役員職員が一丸と

なって、更なる地域福祉の向上に尽力してまいります

ので、皆様のご理解とご支援を賜りますようお願い申

し上げます。 

結びに、本年が皆様にとりまして幸多き年でありま

すようお祈り申し上げます。 

《発行・編集》 

社会福祉法人武蔵村山市社会福祉協議会 

〒208-8503 武蔵村山市学園四丁目５番地の１ 

武蔵村山市民総合センター内 

TEL：042-566-0061   

FAX：042-566–0253 

e-mail：soumu@mmshakyo.jp 

HP：https://mmshakyo.jp/ 
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240 号 

登録受付要項 

のページが 

表示されます 

雇用の決定 
登録者の中から書類選考を行い、面談を実施し、雇用する方を決定し 
ます。 

「採用希望申込書」を提出 
希望の職種が決まったら、本会指定の「採用希望申込書」に必要事
項を記入し、必要に応じて資格証明書の写しを添えて本会窓口に提
出します。これにより、令和６年度の登録者名簿に登録されます。 

一緒に 

働きましょう！ 

～  

本会“権利擁護係”にご相談ください

このような心 配 ごとはありませんか？ 

■ 最近、1 人暮らしの母のもの忘れが進んでしまって心配 

■ 銀行で、成年後見をつけるようにと言われたが、どうしたら… 

■ 障害を抱えている我が子の将来が心配 

■ 福祉サービスを利用したいけど、手続きの方法がわからない 

■ 今は元気だけど、高齢になった時の生活や財産管理が心配 

 

問合先 権利擁護係 ☎ ５６６-００６１ 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
武蔵村山市 

身体障害者福祉センター 

 ☎５９０-１２７０ 

 

 

 

 

 

 
 

認知症の高齢者や知的・精神障害

などによりご自身で判断することが

困難なかたや、判断能力はあるが日

常生活の支援が必要な高齢者や身体

障害者の方々が、地域でできる限り

自立した生活を送れるよう、福祉サ

ービスの利用援助やそれに伴う日常

的な金銭管理などを行います。 

■援助内容  

①基本サービス 

福祉サービスの利用援助 

②オプションサービス 

・日常的金銭管理サービス 

 ・書類等預かりサービス 

■利用料 

 1 回 1 時間まで 1,000 円より 
 

＊相談や支援計画の作成は無料 

地域福祉権利擁護事業 

本会では、認知症、知的・精神障害などで、判断能力に不安のある方々

が、住み慣れた地域で安心して暮らせるようお手伝いをしています！ 

社会福祉協議会が「成年後見制

度」の活用をサポートします！ 
 

成年後見制度は、認知症や障害等

により判断能力が不十分なかたの権

利を守るために創設された制度で

す。具体的には、財産管理や介護サ 

ービスの利用契約、施 

設・病院の入退所契約 

等を本人の意思や生活 

に配慮しながら本人に 

代わって後見人等が行います。 

この制度には、すでに判断能力が

十分でないためすぐに支援が必要な

場合に利用する「法定後見制度」と、

将来の不安に備えて自分であらかじ

め後見人を選んでおく「任意後見制

度」の２種類があります。 

成年後見制度 

「登録受付要項」を確認 
業務内容、時給、必要な資格等の詳細は本会窓口で配布の「登録受
付要項」か、本会ホームページで確認してください。 

令和６年度 

有期雇用職員 

登 録 
受付中 

０1

０2

０3

問合先 

 

 

 

 

 

生活支援員が

定期的に訪問

します。 

 
 
 
 
武 蔵 村 山

市 

身 体 障 害

者 福 祉 セ

ンター 

 ☎５ ９
０-１２７
０ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
武蔵村山市 

身体障害者福祉センター 

 ☎５９０-１２７０ 

 

 

 

 

 

 

総務係 ☎５６６-００６１ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
武蔵村山市 

介護用紙おむつ、リハビリパンツ 

パッド等 1 枚あたり２０円で販売中！ 

         

問合先 

寄附品につき
在庫はお問合
せください 

20 枚入なら

400 円！ 

ご相談は 

お気軽に！ 

～住み慣れた地域で安心して暮らすために～

～  新年に寄せて 


